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・施策

施策番号

111 

1 f『平成26年版成果レポート』に基づく今後の『県政運営』等に
係る意見Jへの回答について

施策名 主担当部局名 委員会意見 担当部局の回答

盗難防止に向けた注意喚起や、盗
難防止のため消火栓ボックスにス

消防設備の盗難対策について、市 テッカーの貼付を行うとともに、今
町や消防本部との緊密な連携に取り 後、他県（市町）における盗難防止
組まれたい。 のための取組の調査を行い、効呆的

と思われる取組について市町、消防
本部へ情報提供を行っていきます。

医療機関では、災害等による停電
が最も懸念されるところであり、災

災害拠点病院において、災害時に 害拠点病院等の自家発電設備の整備
備えて自家発電装置を整備する必要 に対する支援に取り組んでいるとこ
がある。東日本大震災では自家発電 ろです。
の燃料不足が大きな問題となったの 発電設備がまだ十分に整備されて

防災・減災対策 防災対策部 で、県としての支援を検討された いない病院もありますので、県の対
の推進 し、 策で可能な範囲で、設備整備を支援。

し、非常用発電機能の確保に取り組
んでいきます。

自主防災組織同士の連携が重要で
市町と協力しながら、自主防災組

織交流会の開催などの様々な機会を
あるので、県が組織同士をつなげる

活用して、各組織間の連携を深める
役割を果たすよう取り組まれたい。

ょう努めていきます。

県のBc p （業務継統計画）につ
BC Pの策定を企業に求める以 いては、 「三重県新地震・津波対策

上、県としてもBc P策定にしっか 行動計画」において目標年度とした
りと取り組まれたい。 平成27年度中の策定に向け、着実に

作業を進めていきますロ

・選択冒集中プログラム

プログラム番号 施策名 主担当部局名 委員会意見 担当部局の答弁

防災ノートについて、将来的に外 今年度から、外国人学校（ブラジ
国入学校へも西日付していくことを検 ノレ入学校2校・朝鮮人学校1校）に
討されたい。 配布します。

河川堆積土砂について、命山の整 採取した河川堆積土砂の有効活用

緊急
備等の事業と組み合わせることが有

の観点から、市町において命山の整

課題 命を守る緊急減
効であると考えられることから検討

備等を行う際には活用可能な土砂の

解決 災プロジェクト
防災対策部 されたい。 提ま供す。について協力していくこととし

1 

DONE Tの研究について、県と
DONET（地震・津波観測監視シ

して必要なデータが得られるのは重
ステム）については、 JAMS TE  

主主なことであるので、データがどの
c （海洋研究開発機構）及びみえ防

ように活用できるのか検討された
災・減災センターと連携し、研究会

し、 を'1Lち上げて、その活用に向けた検。
討を行っているところです。
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2 三重県地域防災計画等の検討状況について

1 .三重県地域紡災計画（風水害等対策編）の見直し状況

(1)計蕗の見直し方針

「三重県地域防災計画（風水害等対策編）」については、今年度末の公

表に向け、内容の大幅な見直しを進めています。

今回の計画では、昨年度見直しを行った「三重県地域防災計額（地震・

津波対策編）」を踏襲し、県災害対策本部における災害対策統括部の部隊

活動を前提とした内容へと改めるとともに、県民や地域の担うべき責務お

よび協力を求める事項を、自助・共助の取組として盛り込んでいく方針で

す。

また、対象とする想定災害について、自然災害対策の基本となる台風な

どに対しては、発生から三重県へ接近するまでの期間をリードタイムとし

て活用するための事前対策を新たに盛り込みます。これに加え、台風や大

雨対策では対応しきれない自然災害への対策として、近年の気象変動等に

より、発生時の被害が深刻となっている局地的大雨、竜巻等の対策を追加

します。

さらに、事故災害対策には、従来の航空機・列車や危険物施設等の事故

対策に加え、新たに原子力災害対策を追加する予定です。

(2）計酋の構成案 OJI］添1) 

従来の「総則」 「災害予防計画」 「災害応急対策計画」 「災害復旧計画」

の4章構成から、 「総則」 「災害予防・減災対策」 「台風接近時の減災対

策（仮称）」 「発災時（災害継続中）の応急対策（仮称）」 「発災後の応

急・復旧対策（仮称）」 「事故等による災害対策（仮称）」の 6部構成と

します。

また、台風については、数日前から規模や進路等が予測可能であり、事

前にどれだけ準備対策を実施できるかが発災時の減災に大きく影響する

ことから、新たに発災直前の減災対策として、タイムラインの考え方を盛

り込んだ「第3部 台風接近時の減災対策（仮称）」を新設し、台風接近

に伴い直前に実施する対策を記載することとします。

さらに、 「第4部発災時（災害継続中）の応急対策（仮称）」では、

主に三重県が台風の暴風域に入っている荷などの状況で、今まさに災害が

発生しそう、または発生した直後の状況を想定し、主に被害拡大防止のた

めの応急的な対策について記載します。

「第5部発災後の応急・復旧対策（仮称） Jでは、台風通過後等も浸

水や土砂災害の発生等により避難所等で避難生活を送る住民が多数発生
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している状況等を想定し、避難者支援対策や公共施設の復旧等、一連の応

急・復旧対策について記載する予定です。

(3）今後の対応

今後、関係部局や市町、ライフライン企業等を始めとする防災関係機関

との協議を進めることにより計画の内容を充実させ、平成27年 3月に開催

予定の三重県防災会議に諮り、公表することをめざします。

2.三重県新風水害対策行動計画（仮称）の策定状況

( 1）計画の策定方針

「三重県地域防災計画（風水害等対策編） Jの見直しに合わせ、 「三重

県新風水害対策行動計画（仮称）」を策定します。

計画策定にあたっては、紀伊半島大水害のほか、平成26年8月豪雨に伴

う災害など、わが国に大きな被害をもたらした風水害における災害対策上

の課題に着目して行動項目を設定することとしています。

本計画の位置づけは、 「三重県地域防災計画（風水害等対策編）」を推

進するための県の行動計画であり、計画期間については、「三重県新地震・

津波対策行動計画」の計画期間（平成25年度～29年度）との整合を図るた

め、平成27年度から平成29年度までの 3か年計画とする予定です。

(2）計酒の構成案 Olil添2)

｜一第1章 計画策定の背景～近年の災害事例と国・県の取組～」では、

近年の気象概要や災害事例を述べるとともに、国及び県におけるこれまで

の対策等について整理を行います。

「第2章 計画策定の背景～近年の災害事例から見えてきた課題～」で

は、紀伊半島大水害の教司｜｜や平成26年8月豪雨による災害事例での検証を

まとめるとともに、近年の風水害被害や対応面から見えてきた課題を整理

します。

「第3章 計商の基本的な考え方」では、計画の策定目的のほか、それ

ぞ、れの主体に期待される役割などを、 「第4章 計画の基本事項Jでは、

計画の位置づけや「三重県新地震・津波対策行動計画」との関係などにつ

いて説明します。

「第5章 課題解決に向けた重点的取組」では、第2章でまとめた近年

の災害事伊肋ミら見えてきた課題を踏まえ、木県が取り組むべき対策を 7つ

の「重点的取組j として設定するとともに、それらを進めていく上で必要

と考えられる行動項目を「重点行動項目」として示します。

「第6章 行動計画」では、計画期間内に具体的な対策を実行・展開し

ていくために必要な行動項目安、 「災害予防・減災対策J、 「発災前の直
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前対策及び発災後対策j、「復旧・復興対策」の時間軸に沿って示します。

その他、参考資料には、防災・減災についてのより深い理解や行動促進

につなげていくため、県や市町等が発行している防災ガイドブック等の一

覧を掲示する予定です。

(3）今後の対応

地域防災計画と同様に、多くの関係者から意見を聴取し、内容の充実を

図りながら、平成27年 3月の公表をめざします。
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三重県地域防災計画（H26修正風水害等対策編）構成案
［別添1

計画の構成案

第1部 第1章 計酒田目的・方針
第1節 （新規）ニ重県の風水害等対策の考え方

総則
第2節 （新規）計画の位置づけ及び構成

第2章 計画関係者の責務等
第1節 県・市町・防災関係機関・県民等の実施責任及び役割j

第2節 県・市・防災関係機関の処理すべき事務又は業務の大綱

第3章 ニ重等県のの特質及び風水
第1節 （新規）三重県の特質害 状況

第2節 （新規）三重県における既往の風水害等

計画の構成案

第2部 第1章 自助共助費育む対策の
第1節 （新規）県民や地域の妨災対策の促進推進

災防害E滅予 第2節 （新規）防災人材の育成・活用
災対策

第3節 自主防災組織・消防団・水防団の活動支援及び活性化

第4節 ボランティア活動の促進

第5節 企業・事業所の紡災対策の促進

第6節 児童生徒等にかかる防災教育w防災対策の推進

第2章 安全な避難窯潤の確保
第1節 避難対策等の推進

第3章 風水害に強い県土づくり
第1節 （新規）水害且高潮被害予防対策の推進の推進

第2節 地強災害防止対策の推進

第3節 （新規）農地・森林・漁村の防災対策の推進

第4章 緊急輸送の確保
第1節 輸送体制の護備

第5章 防災体制の整備強化
第1節 災害対策機能の整備及び確保

第2節 情報収集・情報伝達機能の整備及び確保

第3節 医療・救護体制及び機能の確保

第4節 応援・受援体制の整備

第5節 ライフラインにかかる防災対策の推進

第6節 防災訓練の実施

第7節 （新規）災害廃棄物処理体制の整備

第6章 特定自然災害への備え
第1節 （新規）局地的大雨・竜巻・雪害に備えるための追加対策
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計蘭の構成案

第3部 第口章 事イムラインの考え方自 第1節 （新規）告イムラインの考え方を取り入れた事前の減災対策導入
台風接 第1章 保災害対革本部機能町確

第1節 （新規）準備体制の確保近時の
減災対

第2節 （新規）予報・警報等の伝達及び情報収集体制の確保策
第2章 避難誘導体制の確保

第1節 （新規）避難所の確保及び早期避難の促進

第2節 （新規）災害時要援護者の保護

第3節 （新規）学校圃園における児童生徒等の安全確保

第3章 災害未然防止活動
第1節 （新規）公共施設の災害未然防止体制の確保

第2節 （新規）水防活動体制の確保

第3節 （新規）県民a企業等による安全確保

計画の構成案

災害対撞本部活動の実
第1節 警戒体制・非常体制による災害対策本部活動施

智＝~O) j 

第2節 （新規）通信機能の確保

第3節 自衛隊及び海上保安庁への災害派遣要請等
応急対

第4節 （新規）災害情報等の収集・伝達及び広報態勢の確保と運用策

第5節 県内市町照応援・受援体制の整備

第2章 び緊社急輸会基送機盤施能設の等確保の応及 第1節 緊急の交通・輸送機能の確保
急対策

第2節 水防活動

第3節 （新規）公共施設被災時の応急対策

第4節 （新規）ライフライン施設被災時の応急対策

第5節 ヘリコプ告ーの活用

第3章 救助・救急車び医療救
護活動 第1節 （新規）救助・救急活動

第2節 医療救護活動

第4章 緊急避難対策
第1節 避難の指示等及び避難場所E避難所の確保

第2節 （新規）災害時要援護者対策

第3節 学校・園における児童生徒等の避難対策

第5章 特定自然災害対策
第1節 （新規）局地的大雨・竜巻・雪害の対策

告



計画の構成案

第5部 第1章 災害確対革本部活動体制
の保 第1節 災害対策本部の継続・廃止

発の災応後 第2節 国・他府県等からの応援受入

急・復策
旧対 第3節 園への災害対策要員の派遣要請等

第2章 避難者支援等の活動
第1節 避難所運営対策

第2節 緊急輸送手段の確保

第3節 （新規）救援物資等の供給

第4節 給水活動

第5節 ボランティア活動の支援

第6節 防疫・保健衛生活動

第7節 災害警備活動

第B節 遺体の取り扱い

第3章 社会基盤施設等由応急
第1節 （新規）公共施設の復旧・保全復旧

第2節 （新規）農地ー森林等の復！日且保全

第3節 （新規）ライフライン施設の応急復旧・保全

第4節 流木等漂着物対策

第4章 復i自に向けた対策
第1節 廃棄物対策活動

第2節 住宅の保全・確保

第3節 文教等対策

第4節 災害義援金等の受入・配分

第5章 復旧にかかる宜援措置
第1節 災害救助法の適用

第2節 災害復旧事業にかかる財政支援

第3節 （新規）中小企業・農林漁業復旧対策

第4節 （新規）被災者の生活再建に向けた支援

計聞の構成案

第6部 第1章 重大事故等対策
第1節 危険物施設等の事故対策

事故等
第2節 航空機.;91］車E船舶事故等突発的災害への対策による

災害対
第3節 （新規）原子力災害対策の事前検討策

第2章 環境汚染事故等対策
第1節 流出油事故等への対策

第2節 ばい煙発生施設、排水施設等の事故対策

第3章 火災対策
第1節 （新規）大規模火災・林野火災の対策
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三重県新風水害苅策行動計画〈仮称〉の構成案について（1/2) 別添2

第1章 計画策定の背景～近年の災害事例と国・県の取組～

第1章では、計画策定の背景として、近年の気象概況や災害事例を述べると
ともに、国及び県におけるこれまでの苅策等について整理する。

）－ 近gα活郭~~~叫雪~.. 
( 1 ）近年の気象概況

①平成26年8月豪雨の発生
広島市で大規模土砂災害が発生、三重県では初の大雨特別警報が発表

②わたしたちの周りで発生している気象現象

③大雨の発生傾向
近年、大雨の発生傾向が強くなっている。 各地で観測史上最多の降水量を記録

④竜巻や大雪などの発生状況

(2）近年の災害事例

①台風に伴う大雨などによる災害事例
土砂災害の発生が増加傾向。また、洪水被害についても、被害面積あたりの被害

額が増加傾向

②竜巻、大雪などによる災害事例

2一国の風本害対策の蹴 ．． 
( 1 ）災害対策法制の見直し

(2）新たな防災気象情報の提供

(3）国における対策検討と打ち出された方針

3一三重県の風2呈剖策役目離

( 1 ）三重風水害等対策アクションプログぉラムの成果と課題

(2）紀伊半島大水害の発生をふまえた

県災害対策本部体制などの見直し

県災害対策本部体制の見直し、派遣班の創設と市町への支援、総合防災訓練の見直し等

(3）三重県地域防災計画（風水害等対策編）の見直し

本計画の策定と合わせ、タイムラインの考え方を取り入れた「台風接近時の減災対策

（仮称）Jを新たに盛り込むなど、平成26年度に見直しを実施

第2章 計画策定の背景～近年の災害事例から男えてきた課題～

第2章では、紀伊半島大水害の教訓、平成26年8月豪雨によりもたらされた
災害事例での検証をまとめるとともに、近年の風水害被害や対応面から男えてき
た課題を整理する。

－行政の体制確保、初動対応の遅れ
－情報収集、情報分析及び対策立案、情報提供の遅れ 等

2ーモ成お邸周豪商担問－ Cl・
(1J平成26年台風第11号に伴う三重県内のJ豪雨

－行政の体制確保、初動対応の遅れ
・避難勧告・指示の基準の整備、再点検
・災害発生時における住民の避難行動等

（三）平成26年8月の広島市内での豪雨による土砂災害

(3）平成26年2月の大雪被害の検証

(4）三重県内での竜巻等の突風被害の検証

’~・）－··( 1 ）発災までに時間的な余裕があった

過去の災害事例での対応面から見えてきた課題

【行政側の課題】
・行政による防災気象情報の理解・活用が必要
・災害状況に応じた迅速かつ臨機応変な体制整備が必要
．被害状況の迅速な把握が必要

・避難勧告・指示等の発令にかかる的確な判断が必要
．関係機関による情報共有が必要

・平時からの風水害に強い地域づく りが必要等

【住民側の課題】
－風水害や防災気象情報についての住民の理解を深めることが必要
．地I或で起こりうる災害について住民が認識を持つことが必要
・住民がとるべき避難行動を理解し、避難行動に結びつけることが必要
・平時からの地域を守る組織づくり、人づくりが必要等

(2）発災までに時間的な余裕が少なかった

過去の災害事例での対応面から見えてきた課題

【行政側の課題】 【住民側の課題】
－避難勧告・指示等の発令にかかる ・とっさに皐を守る

迅速な判断が必要 等 迅速な避難行動が必要等
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三重県新風水害対策行動計画（仮称〉の構成案について（2/2)

第3章計画の基本的な考え方

第3章では、計画の策定目的のほか、地震・津波対策だけでなく風水害苅策に
おいても、 「防災の日常化」をめざしていくことが重要であることを述べるほか、
それぞれの取組主体に期待される役割を整理する。

1 計画策定の目的と「防災の日常1じ」 、．．
( 1 ）目的

紀伊半島大水害の教訓をはじめ、第2章でまとめた課題に的確に対応してし、くため、

本計画を策定し、風水害対策を着実に推進

(2）「防災の日常化j

たびたび発生する風水害は、いわば九、つも来る」災害であり、その対応には、文字どおり

「日々の備えJとしての「防災の日常化Jがより重要

2 ．．． 
ヰ早4

 

笛
泊 計画の基本事項

第4章では、計画の位置づけ、 「三重県新地震・津波対策行動計画」 との関係
について述べるとともに、具体的な行動項目や「重点的取組」の説明に移る前に、
施策体系により、対策の全体像を示すこととする。

註画のj立置づ11 施鍍項目施策の住

「三重県地域防災計画（風水害等対策編）」

を推進するための行動計画

1 殿L(の筋畏特”の促温

2 防災人”の育成 ・ihm｜災
冨

深予
災防
河 －
g礎

3 P,.!J!’E宵の捌！！.

4 災：可崎’E阻S占への1t:阻 （ff,対11l〕

5 iiiホ杭に翁いよちづ〈リの醐量｛水W・ 高3聞対策｝

6 鳳耳le？；に怖い占らヲ〈リの掴直（土砂箆宮対箆）

？ 企主筋箆:t.聖書の促ll

2 二重－県新地震二津波羽簿q・
行勤計画との関係ー

多くの取組は、風水害対策と地震・津波対

策を兼ねていることから、「新地震・津波計

画Jから抜粋し掲載

8 jlJI に侮えた店前対~の強化

9 製.＇； )>j~ヰ忽の!I俳強化

10 ll!町情械の取払 伝'd休句の鈍化

』1 倒立のAUU-内吋f・1f'Jiの！H

12 広簸応ll.~o:悼舗のP樋

14 市町lt;!J!カのドLtl＂向 けι1'.毘

15 賓 ＂＂＂食傷~＇~ーへの立医｛応急対餌｝

16 m女共同・向的拠点に立った
!!!¥ ..対応支僅悼制田値f弘

3－施策体系
発災前から発災後までの対応を時間軸に

沿った対策として取り組むため、3本の柱を据

え、これらの柱のもとで、21の施策項目を設定

4 計画期間＇）.。，
3年間（平成27年度～平成29年度）

5 進信管理
毎年の進捗状況をとりまとめ公表

1J l!!e教a体制の克・ょ

・17 帰守主11対rtの拘It.
沼
山 18 B珂吐1』の並1%体制の売す

19 ライフライン 生fAlilQのt面白対策の搾4

20 ボ JンT<7活動車巴体制の克1’

21 ・曳.r回生店内11'主払

第5章 課題解決に向けた重点的取組

第5章では、第2章でまとめた近年の災害事例から見えてきた課題をふまえ、
計画期間中に特に注力すべき対策を「重点的取組」として設定し、対策の重要
性を述べるとともに、必要となる行動項目を 「重点行動項目」として示すこと
とする。

（重点的取組1)

台風が近づいてくる直前の時間帯を有刻に活用するための対策を進める
（重点的取組2)

土砂災害から命を守るためのハードとソフトが一体となった対策を進める
（重点的取組3)

洪水や高潮から命を守るためのハードとソフトが一体となった苅策を進める
（重点的取組4)

「地域の組織力」を発揮できる防災人材を育成・活用するための苅策を進める
（重点的取組5)

県民が自分の住むまちで起こりうる風水害リスクを知り、自ら判断し行動でき
るための対策を進める
（重点的取組6)

風水害対策の最前線で「公助」の役割を担う市町が十分な災害対応力を発揮す
るための対策を進める
（重点的取組7)

l 風水害による孤立に備え、また孤立からの早期解消に向けた苅策を進める

第6章行動計画

第6章では、計画期間内に具体的な苅策を実行・展開していくための行動項
目を「災害予防・減災苅策」、 「発災前の直前対策及び発災後対策」、 「復
旧・ 復興対策」の時間軸に沿って示すこととする。． 

平時からの備えに万全を期すことにより、災害からの予防効果、減災効果を発現させる

ため、事前に講ずべき対策を進める

2一発災前の直前苅策及び発災後苅策．．

発災前の直前期における備えを進めるとともに、災害発生直後の刻々と変化する状況に対

して、的確かっ迅速な対応を行うため、事前に講ずべき対策を進める

3 復旧ム復興苅策

被災後の生活環境の回復や生活再建への支援など、災害から立ち直り、平穏な生活を取り

戻すため、事前に講ずべき対策を進める

・三重県新風水害対策行動計画の策定の流れ

・県、市町等において発行している防災ガイドブック等
．用語の説明

参考資料
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1 趣旨

3 三重県新地震・津波対策行動計画
平成25年度実績レポートについて

「三重県新地震・津波対策行動計画」（平成 25年度～29年度）（以下「本計

画」という。）の平成 25年度の取組結果と今後の方向性を、「実績レポートJ（以

下「本レポート」という。）としてまとめましたので報告します。

（「別添j参照。）

2 位置づけ

本レポートは、本計画の第4章「計画の基本事項」の「4進行管理j の項

に基づき、作成したものです。

「4 進行管理」

本計画の実効性を確保するため、それぞれの行動項目に主担当部と目標

を定め、計画的に推進します。全体の進捗状況については、防災対策部で

とりまとめ、毎年度公表するとともに、三重県紡災対策会議などで進行管

理を行います。

3 主な構成

本計画では、発災前から発災後までの対応を、それぞれのフェーズに沿った

きめ細かな対策として取り組むことができるよう、必要となる対策を、23の「施

策Jとして分類し、掲げています。

そこで、本レポートは、施策ごとに「行動項目の一覧」を示し、「平成 25年

度の取組結果（成呆）と今後の課題」、「今後の取組の方向性」をとりまとめた

構成としています。

なお、具体的な記載については、本計画の第6章「『県民の命をど守り抜く』

ための選択・集中テーマJに掲げた「重点行動項目」の取組結果等を中心とし

た内容としています。

4 今後について

引き続き、本計画の着実な推進を通じて、「防災の日常化」の定着を図ると

ともに、毎年の進捗状況については、今後、 6月定例月会議の常任委員会にて

報告していきます。
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4 石油コンビナート等防災計画の見直しについて

三重県石油コンビナート等防災計画（以下「防災計画j という。）の見直しの検討

状況について、次のとおり報告します。

1 計画見複しにあたっての考え方

(1）防災アセスメントの反映

県の新たな地震被害想定調査（強振動予測結果、津波浸水予測結果）を踏まえ、

平成 25年度に実施した、「石油コンビナート防災アセスメント（平常時や地震時

に起こり得る災害の発生と拡大シナリオ）」における災害想定に基づき、紡災計

画を見直します。

(2）最近の震大事故を踏まえた見直し

本年l月の三菱マテリアル株式会社四日市工場の爆発火災事故をはじめ、近年、

全国的に死傷者を伴う重大事故が発生しており、その発生防止に向けて防災計画

を見直します。

2圃コンピナート防災計粛の構成について

現行の B章構成を見直し、「第 1章総則」「第 2章防災組織」「第 3章災害想定」

「第4章災害予防計画J 「第5章災害応急対策計爾J 「第6章災害復l日計画」 「第

7章東海地震に関する地震防災対策」とします。 （別紙1参照）

3.主な見直し検討項目

～防災アセスメントの反映～

(1）災害想定の見直し（第3掌災害想定）

危険物タン夕、高圧ガスタンク等潜在危険性のある施設について、平常時、地

震時、津波時に係る災害想定に、防災アセスメント結果を反映させます。

＜新たに判明した想定災害＞

①危険物タンクの「仕切堤火災」「防油堤火災J、高圧ガス貯槽の「中量流出爆発・

火災J、毒性ガス貯槽の「小最流出毒性拡散J「中量流出毒性拡散J、毒物・劇

物液体タンクの「全量流出毒性拡散」が発生する可能性があり、その場合には

コンビナート区域外に影響を及ぼす可能性がある。

②津波の浸水により、危険物タンクが浮き上がり、移動（滑動）する可能性があ

る。

③発生危険度は非常に低いが、事業所外へ大規模な影響をおよぼす災害（大規模

災害）について、災害拡大シナリオや必要な対応について、今後検討を進める

必要がある。
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(2）地震i坊災対策の強化（第4掌災害予防計画）

発生危険度を低減するため施設の安全性強化対策や事業所の安全管理体制を

強化していく必要があります。

・タンクや製造施設の耐震性の再確認及び耐震性向上対策の実施

．防災通路等防災活動上必要な施設の液状化調査及び対策の検討

・制御室等周辺施設の耐震化の向上（平成 24年度修正）

－浮き屋根式タンク等の耐震対策の強化（平成 24年度修正）

・地震発生に係るマニュアル類の整備（平成 24年度修正）

(3）津波浸水被害対策の追加（第4章災害予防計画）

津波浸水図を基に、詳細な被害の様相を検討し浸水深や津波到達時間に応じた

対策を検討していく必要があります。

・危険物タンクの滑動調査及び滑動防止対策の検討

．危険物タンクへの緊急遮断弁の設置の促進

－防災資機材の適切な配置（平成 24年度修正）

・従業員等の避難計画の作成と避難訓練の実施及び検証（平成 24年度修正）

・漂流物による施設の損傷防止の検討（平成 24年度修正）

(4）大規模災害に対応し得る防災体制の整備（第4章災害予防計画・第5章災害応急対策

計画〉

防災関係機関、特定事業者等が一体となって、災害の想定レベルに応じた防

災・減災体制の検討を進めていく必要があります。

＜特定事業者の体制強化＞

－事業所の態様に応じた大規模災害の検討

・大規模災害が発生した場合の影響範囲及び対応の検討

・関係機関の情報収集・集約を円滑化するため、発災事業所に現地連絡室を設

置

＜防災本部の体制強化＞

－現地連絡室に防災本部や市から職員を派遣し、現場の一次情報の共有

～重大事故防止～

(5）重大事故の発生紡止に向けた取組の強化（第4章災害予防計画）

貯蔵・取扱いしている物質の性状、安全管理上の要件、当該施設の計測装置等

の特性、緊急停止の要領、異常時の危険認識や対応手順等などの教育を実施し、

安全確保においての基礎的な取組みを徹底していく必要があります。
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＜重大事故の発生防止＞

・リスクアセスメントの実施とその結果の作業標準等への反映

＜教育 E 訓練の充実＞

・協力会社も含めた安全管理教育の徹底

．非定常作業に係る教育・訓練の実施

・技術伝承ができる教育体系の整備

(6）関係機関の連携強化（第5章災害応急対策計画・第2章防災組織）

国、県、市等の関係機関は、事故発生時の対応や重大事故防止対策における連

携をより一層強化していく必要があります。

－防災関係機関の相互連携の明確化

4. 今後の対応

関係機関との協議を踏まえながら、来年3月までに三重県石油コンビナート等防

災本部員会議に諮り、公表することを目指します。
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（別紙1) 

コンビナート等防災計画見直しに係る構成新旧比較

宿泊コンビナート等防災計画の構成 (18) 石油コンピナ ト等防提計画の構成（新）

第1節 計画の目鈎 第1節 計画の臣的

第2節 計画の性質 第2節 計画の性質

第3節 基本方針 第3節 基本方針

第1章 総則
第4節 特別防虫区域の範囲

第1章 総則
第4節 特別防災区域の範囲

第5節 特別防災区域の概況 曹5節 特別防虫区域の概況

第6節 間災計画の修正 第6節 防盟計画の修正

第7節 防行災」の関大係綱機関等の処理すべき事務又は 第7節 防行盟」の関大係嗣機関等の処理すべき事務又は

第1節 妨災＊郁 第1節 防提本部

第2節 現地本部 第2節 現地本部

災害闇対策基本法に基づく災害対策本部と

災害喜一！こ基づ〈コ一＼官よ開露：？ 正第2章 肪災組織 第3節
の係 ' 

第2草 防提組踊 第3節
の関 与

第4節 防災関係機関の活動体制 ， 第4節 防災関係機劉 一%いに、日…ミ日A、， 
第5節 特定事業所の活動体制 第5節 特定事業者

通の報収計及集び画伝情達報

第1節 連絡体制 第1節 想定される災害事象とアセスメントの手法

第3章 第2節 災害情報の収集及び伝達 陣、 第2！行 平常時の災害想定

第3節 地震回津寂情報等の伝達 、、 第3章 民害想定 第3節 地震時の虫害想定

第4節 虫害事象の影響度

第5節 津波による施設被害の舘定

第4章 虫害想定
第1節 事故虫害予防計箇

第2節 自然虫害予防計匝

J揮a飯大規韓lJ!害予肪計喜J
第4節

線計画謹雫第5節 防諜資機材等の

第6節

持
第7節 緩街地帯同一備計画f 問、

第6章
第8節 防災に概する髄研究 07 
第9節 航空機事故に関する予防計画 、
第1聞 前通報略且本部古J情~u報現の収地覇本崎部達の活評動馬体込首山nu 己パ
庫之輔

第3節軸一第1節事前の防虫対策 第4節 自然担害応急対策計画 い で、

第2節各機関の実施すべき地 Z防災応急対策 第5節 救出応急対策計薗 p }¥  

第3節警戒宜官等の情報伝達 第6節 救急医療時計画 、えよ ゆメ
第4節 保安対篤 第5章 虫害策応急対 第7節 防災資機材調達・輸送計図

車す応海る地地急震震対防策に虫関
計画

第6章 第5節 消防対策 ．園、‘ 第8節 避難語導計画

第6節 渥疲対策 、、、 第9節

語長野第7節 避線対策

干さノd七宍鍔回’思i{iゅE煙議家買値舷Bう窃4主を眠認'-t＇戸n訴、

第10節

第8節 交通対策 第11冒

第9節 緊亀舗道計画 第12節

第1町 事故虫害応急対策計趨 車13蹄

第2笥 自賠虫害応急対策計冨 第1節 災害復i自の義本方針

第3街 救出応急対策計画 第6章
虫害復旧計

第2節 公共施設等の災害復旧面

第4笥 救急医機対策計画 第3節 コンピナト施設等の災害程旧

第7章
盟書応急対 第5節 防提資機材調運輸送計画

＼ 
第1節 事前の防虫対策

業計画 第6箔 避難曹導計画 第2節 各機関の実施すべき地震防災応急対策

第7節 広撞要請計画

＼東障防海す災地る対地震策震． に

第3節 警戒宜扇等の情報伝達

第8節 生民等に対する広報計画 第4節 保安対策

第9節 交通規制対策計商 第n主 第5節 消酎対策

第10節自衛隊災害派遣要請計画 第6節 車療対策

第1節 災害復帰の基本方針 第7節 避難対策

第8章
斑害復旧計

第2節 公共施置等の災害復旧 第8節 交通対策画
第3節 コンビナート施設等の災害復旧 第9節 緊急輸送計画
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三重県石油コンビナート等防災計画について（見直し案）

L計画見直しにあたっての考え方一

1 .防災アセスメントの反映
県の新たな地震被害想定調査（強振動予測結果、津波浸水予測結果）を踏まえ、平成25年度に実施した、「石油コンビナート防災アセスメント（平常時や地震時に起こり得る災害の

発生と拡大シナリオ）Jにおける災害想定に基づ、き、防災計画を見直します。

2.最近の重大事故を踏まえた見直し
本年1月の三菱マテリアル（株）四日市工場の爆発火災事故をはじめ、近年、全国的に死傷者を伴う重大事故が発生しており、その発生防止に向けて、防災計画を見直します。

／第1章総則
（基本方針）

－県民の安全対策を最優先 ・関係機関が一体となった防災対策の推進

、・災害の発生及び拡大の防止 ・災害の予防及び応急対策の推進

第2章防災組織
O防災本部 O自衛防災組織 O共同防災組織 O広域共同防災組織

第3章災害想定
O地震動！こ係る災害想定（危険物タンク火災、高圧ガス・毒性ガス貯槽の流出等）

O津波に係る災害想定（津波浸水による危険物タンクの滑動）

0大規模災害（※）！こ係る想定（危険物タンクの海上流出、火災延焼拡大、高圧ガス貯槽
火災等）

※発生危険度は非常に低いが、事業所外へ大規模な影響をおよぽす災害

第4章災害予防計画
。施設の安全強化対策

【地震対策】

・タンクや製造施設の耐震性の再評価及び耐震性向上対策の実施
．防災通路等防災活動上必要な施設の液状化調査及び対策の検討
．制御室等周辺施設の耐震化の向上（平成24年度修正）
－浮き屋根式タンク等の耐震対策の強化（平成24年度修正）

【津波対策】
・危険物タンクへの影響鯛査及び滑動防止対策の検討
．危険物タンクへの緊急遮断弁の設置の促進
－漂流物による施設の損傷防止の検討（平成24年度修正）

O事業所の安全管理体制

【地震対策】

・事業所の態様に応じた大規模災害の挨討
・大規模災害が発生した場合の影響範囲及び対応の検討
．地震発生に係るマニュアル類の整備
－従業員等の避難計画の作成と避難訓練の実施及び検笹（平成24年度修正）

【事故の発生防止】 ．

・リスクアセスメントの実施とその結果の作業標準等への反映

O防災資機材の整備
－防災資機材の適切な配置（平成24年度修正）

~ 

第4章災害予防計画（左下からのつづき）
0教育・訓練
・協力会社も含めた安全管理教育の徹底
．非定常作業に係る教育・訓練の実施
・技術伝承ができる教育体系の整備
－地震・津波を想定した防災訓練の実施及び検値（平成24年度修正）

第5章災害応急対策計画
0防災本部及び現地対策本部の活動体制

－防災関係機関の相互連携の明確化
－関係機関の情報収集・集約を円滑化するため、発災事業所に現地連絡室
を設置
－現地本部の担当業務の検桓

O情報連絡体制
－現地連絡室に防災本部や市から職員を派遣し現場の一次情報の共有
．異常現象等の通報系統の検笹

0各種災害に対する防御対策
－防災関係機関が実施する防御活動の検値

O災害広報

－特定事業者、市、県の広報活動の検恒（住民への情報伝達手段等）

O避難対策
・避難場所の段定の検笹
－避難勧告・避難指示の検値

O応援要請
－消防等の相互応援体制の検値

0緊急輸送対策寸 県地峨防災計画と整合を図り、必要な修正を

O医療救護対策 「 行います。

第6章災害復旧計画
。公共施設等の災害復旧

0コンビナート施設の災害復旧

第7章東海地震に関する地震防災対策
O警戒宣言発令時の各種対策等
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5 平成 26年度三重県自主防災組織活動実態調査結果について

1 調査の目的

平成 23年 3月 11日に発生した東日本大震災では、強い揺れや大きな津波

によって多くの方々の尊い命が失われるなど、甚大な被害が生じました。

三重県においても、南海トラフ巨大地震の発生が危倶されているほか、大

型化する台風や集中豪雨の脅威にもさらされています。これらの大規模な災

害が起こった場合、その被害を最低限におさえるためには、県民、自主防災

組織、事業者、行政の各主体がそれぞれの責務と役割を理解し、互いに連携

していくことが重要です。

地域防災力の向上に重要な役割を担う自主防災組織について、活動の実態

とその問題点在把握することで、今後の地域防災力の向上に役立てていくこ

とを目的に、県内の全自主防災組織を対象に調査を行いました。

2 調査の内容

三重県内の全自主防災組織に対し、郵送もしくは市町を通じて、各自主防

災組織の代表者あてに調査票を送付する方法により実施し、 66%の組織から

回答を得ました。

・調査対象： 3,638組織［前回調査3,616高邸哉】

・回収率： 66%(2, 407組織／3,638組織）【前回調査 70%]

・調査時期：平成 26年 5月～7月

・調査項目：「名称・活動地区」「組織構成j 「活動状況j 「資機材」「その他j

など、全 16聞を設定（詳細は「別冊2～6頁jを参照）

3 調資結果の概要

( 1 ）自主防災組織の構成（別冊 10頁［間 2]2-1参照）

「自治会やマンションの管理組合と同じ組織」（52%）、「自治会やマンシ

ョン等の中に、独自の自主防災活動部門がある」（18%）または「学校区

などでいくつかの自治会等が集合して自主防災組織を作っているJ(14%) 

と回答した組織が、合わせて 84%となっており、自治会との関連性が強い

ことがわかります。

( 2 ）自主防災組織の活動状況（別冊 11貰【問 3］参照）

「とても活発に活動している」が8%、「一応の活動はしている」が 65%、

「ほとんど活動していなしリが 24%となっています。

19 



( 3）訓練の実施内容（別冊 11頁［問 4]4-1 (1）参照）

実施している訓練は、「消火・放水訓練」「避難訓練」「応急救護訓練」の

順に多く、比較的取り組みやすい訓練が上位となっています。一方、「夜間

訓練j 「介護が必要な人の介助訓練」「図上訓練」など、やや高度な内容の訓

練を実施している組織も少数ですが存在しています。

( 4）訓練の実施頻度（別冊 11頁［問 4]4-1 (2）参照）

訓練の実施頻度については、「l年に I回」との回答が最も多く、少なく

とも l年にl回以上の訓練を行っているのは、全体の81%となっています。

( 5）訓練の実施主体（別冊 12頁［問 4]4-1 (3）参照）

「市や町が実施する防災訪｜惨事に参加」しているとの回答が 983組織と最

も多く、次いで「自主防災組織独自で訓練を実施」が 926組織となってい

ます。

( 6）防災活動への地域住民の参加状況（別冊 12頁［問 4]4-3参照）

「主に役員のみ」の組織は 15%、「役員と一部の住民」の車邸哉は 45%で、

合わせて 60%の組織において、妨災訓練等への参加は、役員と一部の住民

にとどまっています。

( 7）前回調査との比較

①自主防災組織の活動状況（別冊 17頁［問 3］参照）

「ほとんど活動していなしリとの回答が 26%(647組織）から 24%(587 

組織）へと減少しています。

②訓練の実施内容（別冊 17頁【問 4]4 1 (1）参照）

「避難所開設・運営訓練」を行っている組織が 369組織から 386組織に

増加しています。

③防災訓練以外の活動（別冊 18頁［問 4]4-2参照）

「防災マップの作成」との回答が 659組織から 697組織へと増加してい

ます。

④紡災活動への地域住民の参加状況（別冊 18頁【問 4]4-3参照）

「住民の半分程度が参加しているJと回答した組織の割合が 18%から 19%、

「ほとんどの住民が参加している」は 15%から 16%となり、割合がとも

に、僅かながら増加しています。
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⑤不足している防災資機材（別冊 19頁［問 5]5 1参照）

「情報伝達用（簡易無線等）」が「避難生活用（炊き出し鍋、非常用発電

機等）Jを上回り、最も多くなりました。また、「足りている」との回答が

263組織から 299組織へと増加しています。

4 今後の対応、

自主防災組織の 84%が自治会等と同じ組織であることや、防災訓練等へ

の住民の参加が、 60%の組織で役員と一部の住民にとどまっていることな

どから、自主防災活動が自治会活動の一環として行われている組織が依然

として多いという実態がうかがえます。

一方で、前回調査と比較すると、訓練頻度が増加するとともに、避難訓

練や図上訓練をはじめ、避難所開設・運営訓練など実践的な訓練は着実に

増えてきており、自主防災組織の活動状況、地域住民の参加状況など若干

ながら活動が活性化していることがわかりました。

県といたしましては、引き続き自主防災活動の主導的な立場にある自主

防災リーダーを対象とした研修や自主防災組織等交流会主ど実施し、自主防

災組織の活性化や連携に向けた新たな取り組みを検討していきます。

また、県の防災技術専門員・指導員による自主防災組織が実施する訓練

への支援等を実施するとともに、防災啓発番組における自主防災活動の紹

介や「みえの防災大賞」の実施など、活動の励みにつながる取組を推進し

ていきます。
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6 台風第 11号に係る対応の検証について

1 台風第 11号の概況

平成 26年 8月9日から 11日にかけて台風第 11号がもたらした豪雨では、

数十年に一度の気象状況が予測される「特別警報Jが県内全域に発表され、公

共土木施設や農産物などへの被害が県内各地に発生しました。

0避難等の状況

・「大雨特別警報J一一一一一29市町

．「土砂災害警戒情報j一一13市町

．「避難勧告・指示一一－ 9市町

うち土砂災害警戒情報が基準や判断材料となったところ一一一3市町

パ避難勧告・指示」の避難対象者 約 62万9千人

－実際に避難所に避難した住民一一一約5千人

2 課題と対応

今後の災害対応に活かすため、今回の対応について、市町へのアンケート調

査や市町等防災対策会議等を実施し、市町と連携して検証を行っています。

抽出された主な課題は、次のとおりです。これらの課題について、市町にお

いても検討が行われており、引き続き市町等との意見交換の場を持ち、県とし

ての考え方も示しながら対応を協議し、改善につなげていきます。

( 1 ）行政の主な課題

①避難勧告・指示の発令基準の整備・再点検

（課題）避難勧告・指示の発令基準が未整備、あるいは整備済みの市

町であっても、発令のタイミングや対象領域の設定など運用の

面で課題が明らかになりました。

（対応）県としては、内閣府「避難勧告等の判断・伝達マニュアル作

成ガイドライン」を整備・再点検における基本的な考え方とし、

市町に対して、ガイドラインに基づく整備・再点検を促します。
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②避難所の迅速な開設

（課題）避難所開設を待ったので、避難勧告等の発令に時間を要した

事例がありました。

（対応）避難所を迅速に開設するための体制の在り方について、市町

とともに検討していきます。

また、地域住民による避難所開設ができるよう、避難所運営

マニュアルの策定を引き続き支援します。

③大雨特別警報への対応

（課題）特別警報発表時の避難勧告等の基準が整備されていないとい

う課題が明らかになりました。

（対応）特別警報は、避難勧告等の措置及び対象領域の再検討の目安

とすること、また、避難勧告等が発令されていない地域におい

ては、浸水予想地域や土砂災害警戒区域等における避難準備情

報の発令の目安とすることなどを、市町とともに検討していき

ます。

④瀞難情報の伝達

（課題）適切な避難行動を促すため、避難情報を住民にどのように伝

達するかで苦慮した事例がありました。

（対応）市町に対して、様々な手法で迅速に住民に伝達する手段を

用意しておくよう促します。（情報伝達手段の多様化・重層化）

特に風雨の中では防災無線が聞こえにくいという状況もあ

るため、緊急速報メールの活用合促進していきます。

( 2）住民の主な諜題

0避難勧告・指示、土砂災害警戒情報、特別警報等への住民の理解

（課題）避難勧告・指示の意味や土砂災害警戒情報、特別警報等の

災害情報が住民に浸透していないという課題が明らかになり

ました。

（対応）自主防災組織や消防団などの組織のカによる啓発が有効と

考えており、今後、これらを中心に防災コーディネータ一等

も活用しながら、啓発のあり方を見直し、住民意識の向上を

図ります。
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3 県岡国への要望

市町へのアンケート調査や市町等防災対策会議等においては、次のとおり、

県・国への要望もありました。

( 1 ）県への要望

。職員派遣の在り方

（要望）派遣の在り方や情報収集の手法等について検証を求める要望

がありました。

（対応）地域防災総合事務所等と検証を実施しており、より市町のニ

ーズに応じた支援が行えるよう市町の意見も開き、見直しを行

います。

(2）国への要襲

0 特別警報発表の在り方

（要望）特別警報の発表について、都道府県単位ではなく市町単位等

エリアを限定した発表、対象となるすべての市町への事前情報

を求める要望がありました。

（対応）「提言書（写）」（次頁）により、気象庁に提言を行し、ました。
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提 一一言

県重一一一
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特別警報発表の在り方についての提言

平成26年8月9日から 11日にかけて台風第 11号がもたらした豪

雨では、数十年に一度の気象状況が予測される「特別警報」が県内全域に

発表され、公共土木施設や農産物などへの被害が県内各地に発生しました。

一方、今回の特別警報の発表について、県内市町及び関係機関とともに

対応の検証を行った結果、以下の課題が明らかになりました。

0 県内に発表されていた大雨警報が全て大雨特別警報に切替えられ

たため、一部市町では、実際の気象状況が、特別警報が対象とする「数

十年に一度Jの気象状況と大きく異なっており、市町としては、避難

勧告等を発令すべきかどうかで混乱し、住民としては、避難すべきか

どうかで混乱した。

0 一部市町では、注意報から特別警報へ切替えとなったため、態勢の

整備、住民への迅速な周知等必要な対応が遅れた。

このことから、県や市町の迅速な災害対応や、住民の適切な避難行動に

繋げるため、特別警報発表の在り方について、右記のとおり提言します。
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記

1 特別警報の発表について

各市町において気象状況は異なることから、府県予報区単位で判断せ

ず、各地域の状況に応じ、市町単位や地域毎に判断するなど、きめ細か

な発表に見直すこと。

2 関係自治体への情報提供について

上記1の見直しを踏まえたうえで、特別警報の発表前には、気象庁ま

たは気象台から関係自治体への速やかな情報提供を行うこと。

平成26年9月19日

三重県知事 鈴 木 英 敬
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